
  

令和４年１２月１日 

住 宅 政 策 本 部 

 

「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」第４版を作成しました 
 

 東京都では、賃貸住宅に係るトラブル防止を目的と 

した賃貸住宅紛争防止条例の施行（平成 16年 10月）

にあわせ、都民や不動産関係者を対象に、「賃貸住宅ト

ラブル防止ガイドライン」を作成し、平成 25 年と 

30年に改訂、普及啓発を図ってきました。 

 このガイドラインでは、住宅を賃貸借する際に 

知っておいていただきたい、退去時の敷金精算や原状

回復、入居期間中の修繕の負担や住まい方で注意すべ

きことなどを、イラスト入りで分かりやすく解説して

います。 

 このたび、宅地建物取引業法や賃貸住宅紛争防止 

条例の改正を受け、賃貸住宅の入居に係る手続の全て

をオンラインで行うことが可能になったことや、 

近年増えている相談内容を反映した、ガイドラインの 

「第４版」を作成しました。 

 住宅を賃貸借する際に、ぜひお役立てください。 

 

（掲載ページ） 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  

民間住宅部 適正取引促進担当課長 栗原 陽子 

       内線 ３０－３８０ 

       直通 ０３－５３２０－５０６１ 

令和４年１２月 

 

 

 

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm


賃貸住宅トラブル防止ガイドラインを少しだけご紹介 

 

（最近の都の窓口に寄せられた相談事例のページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第４版で追加されたコラムのページ） 

 

 


